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～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直

り
を
さ
さ
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～

　

７
月
は
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
「
社
会
を
明
る

く
す
る
運
動
」
の
強
化
月
間
で
す
。

　

江
南
保
護
区
保
護
司
会
・
江
南
市

更
生
保
護
女
性
会
で
は
、
街
頭
活
動

や
広
報
車
に
よ
る
啓
発
の
ほ
か
、「
薬

物
乱
用
・
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
」
か
ら

立
ち
直
り
、
更
正
施
設
の
名
古
屋
ダ

ル
ク
デ
ィ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
代
表
に
就

任
さ
れ
た
柴
真
也
氏
を
講
師
に
迎

え
、
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
皆
さ
ん
も
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
17
日
㈰
午
後
２
時
～
４

時
（
午
後
１
時
開
場
）

場
所　

岩
倉
市
総
合
体
育
文
化
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
５
８
７―

66―

２
２

２
２
）

内
容　

全
国
に
コ
ダ
マ
す
る「
ダ
メ
。

ぜ
ッ
タ
イ
。」
の
合
言
葉

講
師　

柴
真
也
（
名
古
屋
ダ
ル
ク

デ
ィ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
代
表
）

入
場
料　

無
料

問
合
せ　

福
祉
課
（
内
線
２
５
３
）

　

介
護
支
援
専
門
員
は
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
方
な
ど
か
ら
の
相

談
に
応
じ
て
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
る
よ
う
に
、
事
業
者
な
ど

と
調
整
し
な
が
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス
計

画
を
作
成
す
る
こ
と
な
ど
を
行
い
ま

す
。

試
験
日　

10
月
23
日
㈰

受
験
資
格　

次
の
①
と
②
に
当
て
は

ま
る
方

① 

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
各
分
野

で
合
計
５
年
以
上
（
一
部
の
対
象

者
は
10
年
以
上
）
の
実
務
経
験
が

あ
る
方

② 

申
し
込
み
日
現
在
、
①
の
業
務

に
従
事
し
て
い
る
勤
務
地
が
県
内

の
方
、
も
し
く
は
、
①
の
業
務
に

従
事
し
て
い
な
い
県
内
在
住
の
方

申
込
・
問
合
せ　

７
月
１
日
㈮
～

29
日
㈮
ま
で
に
、
指
定
用
紙
（
７

月
１
日
㈮
か
ら
高
齢
者
生
き
が
い

課
に
用
意
）
に
記
入
の
う
え
、
県

社
会
福
祉
協
議
会
福
祉
人
材
セ
ン

タ
ー
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修

受
講
試
験
係
（
☎
０
５
２―

２
２

９―

１
５
９
０
）
へ
。

利
用
日
時

・
７
月
1
日
㈮
～
20
日
㈬
午
後
１
時

～
４
時
30
分
（
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
は
午
前
９
時
か
ら
）

・
７
月
21
日
㈭
～
８
月
31
日
㈬
午
前

９
時
～
午
後
４
時
30
分

※
午
前
11
時
30
分
～
午
後
１
時
は
入

場
で
き
ま
せ
ん
。

無
料
開
放
日

・
７
月
３
日
㈰
午
前
９
時
～
午
後
４

時
30
分

利
用
で
き
な
い
日

・
７
月
16
日
㈯
、
22
日
㈮
、
８
月
28

日
㈰

問
合
せ　

市
民
体
育
会
館
（
☎
55―

５
２
６
１)

食
生
活
改
善
普
及
講
座

市
民
プ
ー
ル
の
利
用

農
業
体
験
実
践
講
座

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

市
体
操
協
会　
　
　

　
　
　
　

定
期
講
座

空
手
道
連
盟　
　
　

　
　
　

生
徒
・
会
員

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー

試
験
試
験

　

平
成
23
年
４
月
に
、「
江
南
市

市
民
自
治
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
基

本
条
例
」が
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、

今
回
は
条
例
の
必
要
性
に
つ
い
て

お
話
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
家
庭
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
家
族
構
成
や
収
入
・
資
産
な
ど

の
家
庭
環
境
が
違
い
、
家
庭
の
目

標
や
悩
み
も
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ

う
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
県
や

市
町
村
も
、
置
か
れ
て
い
る
環
境

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
そ
の
住
民

の
要
望
や
地
域
課
題
も
さ
ま
ざ
ま

で
す
。

　

そ
の
た
め
、
国
が
一
律
に
地
方

の
こ
と
を
決
め
る
よ
り
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
自
治
体
が
、
そ
の
実
情
に

応
じ
た
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
こ
と

が
効
率
的
で
も
あ
り
、
き
め
細
か

な
対
応
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

地
方
自
治
の
基
本
骨
格
は
、
す

で
に
憲
法
や
地
方
自
治
法
に
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
、

全
国
の
自
治
体
が
基
本
的
に
満
た

す
べ
き
基
本
骨
格
で
す
。

　

し
か
し
、
江
南
市
を
取
り
巻
く

環
境
の
変
化
や
市
民
ニ
ー
ズ
に
十

分
対
応
し
て
、
満
足
度
が
高
い
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
は
、

江
南
市
の
実
情
を
踏
ま
え
た
住
民

自
治
の
あ
り
方
を
、
基
本
骨
格
に

張
り
付
け
る
血
肉
と
し
て
形
づ

く
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
形
を
条
例
化
し
た
も
の
が
、

「
江
南
市
市
民
自
治
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
基
本
条
例
」
で
す
。

　

基
本
条
例
を
読
ん
で
い
た
だ
く

と
、「
当
た
り
前
の
こ
と
が
書
い

て
あ
る
」
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
ま

ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル
を
、「
み
ん

な
で
確
認
し
共
有
す
る
」
た
め
、

改
め
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
理
念
、

制
度
、
原
則
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

地
域
協
働
課
（
内
線
３

２
３
）

「
江
南
市　
　
　
　
　
　
　

　

市
民
自
治
に
よ
る　
　
　

　
　

ま
ち
づ
く
り
基
本　
　

　
　
　
　

条
例
」
は
必
要
？

②

協働と参加
情報共有で
まちづくり

介
護
支
援
専
門
員

（
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）

実
務
研
修
受
講
試
験

講
演
会

講
演
会

第
61
回　
　
　
　
　
　

　

社
会
を
明
る
く
す
る

　
　
　
　

運
動
講
演
会

暑い日に
　プールはいいね

市民みんなで
　確認し
　　共有しよう！


